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ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定に基

づき、以下の要領で当社の取締役に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行するこ

と、および募集要項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を平成 25 年 3 月

28 日開催の当社第 18 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

なお、本議案が承認されますと 4 万株を上限として株式が発行される可能性があり、最大で発

行済株式総数の 12.8％となります。募集事項の詳細は、今後開催される予定の当社取締役会にお

いて決定されますが、行使価額は割当日における当社終値に 1.5 を乗じた金額を下限として決定

されることとなっております。当社は平成 19 年に赤字に転落して以来 5期連続で赤字決算を続け

ており、再建の途上にありました。この間、主要株主や筆頭株主の異動が頻繁に発生し不安定な

状況にもありました。昨年度については、6 年ぶりに営業利益および経常利益ベースで黒字回復

を達成しましたが、当業界は激変の渦中にあり、当社にとっても非常に重要な局面が続きます。

当ストック・オプションは権利行使期間が 4 年を経過した後となっていることから、中長期の期

間において株主と利益意識を共有することができることや、株価向上の結果、行使により取得し

た株式については、行使に要する資金返済のため、一部売却する可能性はあるものの大部分を保

有する前提であり、経営者の持株比率を高め安定株主となることが経営の安定化に繋がることか

ら、今回の発行要領の内容決定に至りました。 

 

記 

 

１．特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを必要とする理由 

当社の取締役の企業価値向上に対する貢献意欲や士気を高めるため、さらには、行使によって取

得した株式の大部分を保有することにより安定株主となることで経営の安定化を図るため、スト

ック・オプションの目的で新株予約権を無償で発行いたします。なお、ストック・オプションの

目的で発行することから、下記要領に記載のとおり本新株予約権については無償で発行し、新株

予約権行使時に払込をすべき金額は下記要領(5)に定めるとおり時価を基準とした価格とします。  

 

２．新株予約権の発行の要領 

(1) 新株予約権の割当の対象者 

当社の取締役とします。 

なお、現在の取締役は 4名（うち社外取締役 1名）でありますが、平成 25 年３月 28 日開催

予定の当社第 18 回定時株主総会で取締役選任議案のご承認を賜りますと取締役は 4名（うち



社外取締役 1名）となります。 

 

(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式 40,000 株を総株式数の上限とします。 

なお、新株予約権発行日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により

目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当

該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、次の算

式により調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。  

 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

(3) 新株予約権の総数  

4,000 個を上限とします。(新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数 10 株、ただし、(2)

に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。)  

 

(4) 新株予約権の払込金額又はその算定方法  

本新株予約権については、金銭の払い込みを要しないものとします。  

 

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法  

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより

交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額（以下「行使価額」といいます）に新

株予約権 1 個当たりの目的である株式数を乗じた金額とします。 

行使価額は、割当日の東京証券取引所終値（当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ

直近取引日の終値）に 1.5 を乗じた金額（1 円未満は切上げ）を下限とします。なお、新株

予約権割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

   

また、新株予約権割当後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使によ

り新株式を発行する場合を除く）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

  

 

 (6) 新株予約権の権利行使期間  

割当日から 4年を経過した日から 3年間とします。 

 

 (7) 新株予約権の行使の条件  

① 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」といいます）は、新株予約権の

行使時まで継続して、当社の取締役の地位にあることを要します。  

② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとします。  

③ その他条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権に関す



る契約に定めるところによります。 

 

(8) 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するためには取締役会の承認を要します。  

 

(9) 新株予約権の取得事由  

①当社は、新株予約権者が行使し得なくなった本新株予約権を無償で取得できるものとする。 

②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もし

くは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につい

て株主総会の承認がなされたときは、当該新株予約権を無償で取得することができるもの

とします。その他、必要な事項は当社取締役会において定めるものとします。 

 

(10) 新株予約権の公正価額の算定方法 

新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件を基に、実務上合理的と考えられる算定モ

デルを用いて算出します。 

 

(11) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額  

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第 17 条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の 2分の 1の金額とし、計算の

結果 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記

①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としま

す。 

 

上記の新株予約権の発行につきましては、平成 25 年 3 月 28 日開催予定の当社第 18 回定時株主

総会において承認決議されることを条件とします。 

 

以 上   


